
口蹄疫に対する十分な措置等を求める意見書

本県で相次いで発生している「口蹄疫」については、農林水産省、自衛隊及び警察
庁の全面的な協力のもと、県、市町村及び関係団体等が一丸となり、懸命の防疫措置
を講じてきたが、いまだ、その拡大を止めることができない状況にある。
畜産をはじめとする農業が基幹産業である本県にとって、極めて深刻な事態に直面

しており、特に、移動制限等の措置が長期化しているため、畜産農家や関連産業に多
大な影響が生じており、県民の不安も増大している。
「口蹄疫」のまん延は、本県の農畜産業の死活にかかる重大な問題であり、５月

１８日には、知事が「口蹄疫非常事態宣言」を発したところである。
これ以上の被害の拡大・長期化は、我が国の農畜産業、ひいては食糧供給の基盤を

揺るがす危機的な状況を招きかねない。
よって、国においては、口蹄疫の一刻も早い終息と畜産農家や関連事業者の経営安

定を図るための十分な措置が早期に講じられるよう、下記の事項を強く求めるもので
ある。

記

１ 口蹄疫対策特別措置法の施行にあたっては、必要な措置について早急かつ円滑に
実施すること。

２ ウイルス発生の原因と侵入経路の解明を早急に行い抜本的な予防策を講じること。
３ ワクチンの使用にあたっては、地元市町の意向を十分に踏まえ、国の責任におい
て実施すること。

４ 獣医師をはじめ防疫活動に必要な人員及び資材を十分に確保すること。
５ 埋却のための用地の確保について、国有地の提供など国において早急な対策を講
じること。

６ 家畜伝染病予防法に基づく殺処分に伴う交付金の交付割合を「全額」に引き上げ
るなど、発生農家の経済的損失について、国において全面的な救済措置を講じると
ともに、簡易な手続により、迅速な支払いを行うこと。

７ 畜産農家に対する確実かつ十分な生活支援措置（支払い方法等を含む。）を早急
に講じること。

８ 移動・搬出制限区域や区域外における疑似患畜以外の家畜の処分に要する経費や、
出荷遅延となった家畜の飼養経費等についても国において全面的な支援を行うこと。

９ 農畜産業はもとより、関連事業者の経営安定を図るための全面的な救済措置を早
急に講じること。

１０ 疑似患畜の遺伝子検査については、自治体での実施体制の確立を図るとともに
関係法令、指針など制度の見直しを早急に行うこと。

１１ 畜産農家や防疫従事者等への心のケア対策について、十分配慮すること。
１２ 風評被害等の防止対策を一層強化すること。

以上 地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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